
３月２日㈪納付期限 国民健康保険料第９期、後期高齢者医療保険料第８期（普通徴収）

２
年
度
（
元
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告

と
き　

２
月
17
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

の
平
日
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

１
時
～
５
時

※
２
月
23
日
㈷
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
３
時
は
開
設

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室
（
市
役
所
別

館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人

　

１
月
１
日
現
在
、
市
在
住
の
人

※
詳
し
く
は
左
表
参
照

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
元
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
21
万
円

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
35
万
円

◦
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る

◦
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
に
給
与

支
払
報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
国
民
健

康
保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の

申
請
に
所
得
証
明
書
や
非
課
税
証

明
書
が
必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

申
告
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免

許
証
な
ど
）
、
印
鑑

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封
。
詳

し
く
は
左
表
参
照

申
告
方
法　

郵
送
ま
た
は
直
接

◆
個
別
の
申
告
期
間
に
ご
協
力
を

　

混
雑
を
避
け
る
た
め
、
申
告
期
間

を
個
別
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
指
定

期
間
は
１
月
下
旬
に
送
付
し
た
申
告

書
封
筒
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
出
張
申
告
会

場
を
開
設

と
き　

２
月
６
日
㈭
・
７
日
㈮

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１

時
～
４
時

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

確
定
申
告
は
３
月
16
日
㈪
ま
で

対
象　

元
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税

申
告
・
相
談
期
間

　

２
月
17
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪
の
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
２
月
24
日
㉁
、
３
月
１
日
㈰
は
開

設
※
受
付
は
午
後
４
時
ま
で

◆
確
定
申
告
は
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子

申
告
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
す
れ

ば
ス
マ
ホ
か
ら
も
電
子
申
告
が
で
き

ま
す
。
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行

を
希
望
す
る
人
は
本
人
確
認
書
類
を

持
参
の
う
え
、
お
近
く
の
税
務
署
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

確
定
申
告
に
は
控
除
証
明
書

の
添
付
が
必
要

　

31
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
に
納

付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
や
住
民
税
の
申
告
の
際
に
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
で
す
。
過
去
の
年

度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も
含
ま

れ
ま
す
。

　

控
除
を
受
け
る
に
は
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書

」
ま
た
は
領
収
証
書
を
確
定
申
告
の

際
に
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ご
家
族
の
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
も
そ
の
全
額
が
納
付
し
た

人
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。
確
定

申
告
の
際
は
、
家
族
分
の
証
明
書
を

添
付
し
、
自
身
の
保
険
料
と
合
算
し

て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

◦
31
年
１
月
～
９
月
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
…
元
年
11
月

◦
元
年
10
月
～
12
月
に
初
め
て
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
…
２
月
上
旬

※
市
役
所
で
は
控
除
証
明
書
の
発
行

は
不
可

問
合
専
用
電
話

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

①
☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

②
☎
０
３（
６
６
３
０
）２
５
２
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
掛
け

る
場
合
は
②
へ

受
付
時
間

◦
平
日
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

年
金
の
相
談
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
へ

相
談
先　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

①
☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

②
☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
６
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
掛
け

る
場
合
は
②
へ

受
付
時
間

◦
月
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後

７
時

◦
火
～
金
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
受
付

日
午
後
７
時
ま
で

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

学
生
納
付
特
例
制
度

　

前
年
の
所
得
が
基
準
額
以
下
の
学

生
は
、
申
請
に
よ
り
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
申
請

時
点
か
ら
納
付
期
限
が
２
年
前
ま
で

の
保
険
料
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
が
遅
れ
た
り
、
未
納
の
ま
ま

放
置
す
る
と
、
年
金
を
受
け
取
れ
な

く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
速
や
か

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

20
歳
以
上
の
学
生

※
対
象
外
の
学
校
に
在
籍
の
場
合
は

一
般
の
免
除
申
請
で
受
付

※
毎
年
４
月
に
更
新
手
続
き
が
必
要

申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑
、
学
生
証
ま
た

は
在
学
証
明
書
（
写
し
可
）

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

高
額
医
療

高
額
介
護
合
算
療
養
制
度

　

各
医
療
保
険
に
お
け
る
30
年
８
月

１
日
～
元
年
７
月
31
日
（
期
間
中
に

死
亡
し
た
人
ま
た
は
生
活
保
護
受
給

者
と
な
っ
た
人
は
資
格
喪
失
日
の
前

日
ま
で
）
に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と

介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が
、

所
得
区
分
に
応
じ
た
基
準
額
を
超
え

た
場
合
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
支
給

し
ま
す
。

申
請
方
法

　

勧
奨
通
知
に
必
要
事
項
を
記
入
、

押
印
の
う
え
次
の
と
お
り
申
請

◦
後
期
高
齢
者
医
療
…
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
送

◦
国
民
健
康
保
険
…
市
健
康
保
険
課

へ
郵
送
ま
た
は
持
参

注
意
事
項

◦
医
療
費
用
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用

の
い
ず
れ
か
が
０
円
、
ま
た
は
超

過
額
が
５
０
０
円
以
下
の
場
合
は

支
給
対
象
外

外
来
年
間
合
算
支
給
申
請
書

が
届
い
て
い
る
人
へ

　

こ
の
申
請
書
は
、
外
来
診
療
の
自

己
負
担
額
の
年
間
上
限
を
超
え
た
人

に
送
付
し
て
い
ま
す
。
届
い
た
人
は

お
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
の
人
は
過
去
に

高
額
療
養
費
の
口
座
登
録
を
し
て

い
な
い
人
が
対
象

申
請
・
問
合
先

　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課

　

☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

保
険
料
の
納
付
は

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ｐ
ａ
ｙ
が
便
利

　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
支
払
い

で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し

て
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
を
24
時

間
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
参
照

問
合
先

　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
９
４

２
月
は
生
活
排
水
対
策
推
進
月
間

洗
剤　

お
風
呂　

洗
い
物

ち
ょ
っ
と
の
工
夫
で
き
れ
い
な
川
に

　

川
な
ど
の
汚
れ
の
原
因
は
約
８
割

が
ト
イ
レ
や
台
所
、
お
風
呂
、
洗
濯

な
ど
の
日
常
生
活
か
ら
出
る
生
活
排

水
で
す
。
そ
の
影
響
は
、
河
川
流
量

が
減
少
す
る
冬
期
に
大
き
く
な
る
た

め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
水
を
汚
さ
な
い
た
め
の
工
夫

◦
食
器
類
の
汚
れ
は
紙
で
拭
き
取
っ

た
り
、
ヘ
ラ
で
か
き
取
っ
て
か
ら

洗
う

◦
味
噌
汁
や
飲
み
物
は
必
要
な
分
だ

け
作
り
、
残
り
物
を
流
さ
な
い
よ

う
に
す
る

◦
油
は
使
い
切
る
工
夫
を
し
、
捨
て

る
場
合
は
流
さ
ず
に
新
聞
紙
に
吸

い
込
ま
せ
る
、
固
形
化
す
る

◦
石
け
ん
、
洗
剤
、
シ
ャ
ン
プ
ー
な

ど
は
適
量
を
使
う

※
詳
し
く
は
府
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
参
照

◆
下
水
道
へ
の
接
続

　

川
な
ど
の
水
質
を
よ
く
す
る
た
め
、

下
水
道
を
使
え
る
地
域
の
人
で
、
接

第
１
回
定
例
会
の
開
催
予
定

　

会
議
は
誰
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

傍
聴
（
本
会
議
は
一
般
席
32
人
・
車

椅
子
用
席
３
人
・
委
員
会
は
10
人
）

は
先
着
順
で
す
。

受
付
場
所

◦
本
会
議
…
議
場
前
（
市
役
所
本
館

１
階
）

◦
委
員
会
…
議
会
事
務
局
（
市
役
所

本
館
４
階
）

※
会
議
は
午
前
10
時
か
ら
。
傍
聴
の

受
付
は
午
前
９
時
30
分
か
ら

※
日
時
は
都
合
に
よ
り
変
更
と
な
る

場
合
あ
り

問
合
先

　

議
会
事
務
局

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
９
７
８

とき 内容

２月25日㈫ 本会議

３月５日㈭ 本会議（代表質問）

３月６日㈮ 本会議（代表質問・一般質問）

３月９日㈪ 総務建設常任委員会

３月10日㈫ 民生常任委員会

３月11日㈬ 文教こども常任委員会

３月19日㈭ 本会議

続
が
ま
だ
の
場
合
は
、
お
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

環
境
対
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
１
２

◆市・府民税の申告が必要な人（例）
職業など 申告に必要な物

自営業

収支内訳書
など

◦本人確認書類（注）
◦市・府民税の申告書
◦印鑑
◦�社会保険料（介護保険
料を含む）の支払い証
明書または領収書
◦�生命保険・地震保険料
の控除証明書
◦�医療費の明細書など
※�障がい者・勤労学生控
除を受ける人は身体障
碍者手帳や在学証明書

大工、左官、建築手伝い、各
種外交員など

不動産所得がある人

配当所得がある人
※�上場株式などの配当所得は
源泉分離の為申告不要です
が申告分離課税も選択可

支払通知書
など

２カ所以上からの給与がある
人
※�パート・アルバイトなどを
含む

源泉徴収票
など

元年中に中途退職をした人

（注）本人確認書類の例（郵送の場合は写しを同封）
マイナンバーカード、通知カード、運転免許証、健康保険証など

◆
門
真
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
様

◆
大
阪
ガ
ス
㈱
様

　

本
市
福
祉
推
進
の
た
め
、
リ
ユ
ー

ス
パ
ソ
コ
ン
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
感

謝
い
た
し
ま
す
。

　

市
役
所
で
は
税
務
署
分
の
確
定
申

告
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定

申
告
書
は
門
真
税
務
署
の
申
告
会
場

へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※�

年
末
調
整
を
し
な
い
人
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
初
め
て
受
け
る
人
は

税
務
署
の
確
定
申
告
が
必
要

保

険

議

会

税

金

環

境

年

金

寄
附
・
寄
贈
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